
1. 補正予算規模

2. 一般会計補正予算（第13号）の主要事項

1 新型コロナウイルスワクチン接種体制 健康生きがい課 20,455   0

確保事業費

新型コロナウイルスワクチンの速やかな接種を可能とするための体制確保に

要する経費

＜主な事業内容＞

・ 個別通知のための接種券の印刷・郵送準備

・ コールセンター等による相談・予約体制の準備

・ 予防接種台帳システムの改修

令和2年度宇治市12月補正予算の概要

No. 事　業　名　及　び　事　業　概　要 事 業 費　/　一般財源

あ今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、早急な予算措置が必要となる
対応策として、新型コロナウイルスワクチンの速やかな接種を可能とするための体制確保に要する
経費、国の緊急事態宣言が発令されたことに伴う、営業時間短縮要請に応じた飲食店等に対する
「京都府緊急事態措置協力金」への負担金に要する経費を計上する。

（単位：千円）

7 一般会計（第13号） 85,819,711 85,455 85,905,166
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2 緊急事態措置協力金負担金 産業振興課 65,000 65,000

国の緊急事態宣言が発令されたことに伴う、営業時間短縮要請に応じた

飲食店等に対する「京都府緊急事態措置協力金」への負担金

＜協力金の概要＞

＜負担金の内訳＞

協力金分 ： 4千円×25日間×626施設＝62,600千円

事務費分 ： 2,400千円

○協力金の負担内訳

負担額 備考

4.8万円 全体の8割

1.2万円 全体の2割

府 0.8万円 地方負担の2/3

市 0.4万円 地方負担の1/3

6万円

国

地方

区分

協力金

合計：65,000千円

1施設（店舗）につき、時短営業した日数×6万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象外

支給額

時短
要請内容

午前5時から午後8時までの営業を要請
※ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時まで

主な
対象施設

・飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等
・バー、カラオケボックス等で飲食店営業許可を受けている遊興施設

令和3年1月14日（木）から2月7日（日）の25日間
時短

要請期間
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